
大阪府後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年２月２７日 

               大阪府後期高齢者医療広域連合長 野田 義和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大阪府後期高齢者医療広域連合条例第３号 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和２年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

 

 
 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与の特例） 

第７条 (略) 

号給 給料月額（円） 

１ ４０２，０００ 

２ ４５０，０００ 

３ ５０６，０００ 

４ ５７４，０００ 

５ ６５３，０００ 

６ ７６３，０００ 

７ ８９５，０００ 

２～３ (略) 

（特定任期付職員の給与の特例） 

第７条 (略) 

号給 給料月額（円） 

１ ３９３，０００ 

２ ４４０，０００ 

３ ４９５，０００ 

４ ５６２，０００ 

５ ６３９，０００ 

６ ７４７，０００ 

７ ８７６，０００ 

２～３（略） 

  



 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は令和

７年４月 1日から適用する。 
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